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（誤） （正）

53ページ
表
中欄

4 �．アルコール検知器（呼気に含まれるアル
コールを検知する機器であって、国土交通
大臣が告示で定めるものをいう。以下同
じ。）を営業所ごとに備え、常時有効に保
持するとともに、 1．及び 2．の規定によ
り酒気帯びの有無について確認を行う場合
には、運転者の状態を目視等で確認するほ
か、アルコール検知器を用いて行うこと。

4 �．アルコール検知器（呼気に含まれるアル
コールを検知する機器であって、国土交通
大臣が告示で定めるものをいう。以下同
じ。）を常時有効に保持するとともに、 1．
及び 2．の規定により酒気帯びの有無につ
いて確認を行う場合には、運転者の状態を
目視等で確認するほか、アルコール検知器
を用いて行うこと。

56ページ
表 3段目
中欄

1 �．事業用自動車の運転者等ごとに次の⑴～
⑼の事項を記載し、かつ、⑽に掲げる写真
を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を
作成し、これを当該運転者等の属する営業
所に備え置くこと。
⑴～⑹　略
⑺�事故を引き起こした場合又は運転者に対
しては、道路交通法第108条の34の規定
による通知を受けた場合は、その概要

（新設）

⑻
⑼
⑽
2 �．事業用自動車の運転者等が転任、退職そ
の他の理由により運転者等でなくなった場
合には、直ちに、乗務員等台帳に運転者等
でなくなった年月日及び理由を記載し、 3
年間保存すること。また、一般乗用は乗務
員証に運転者等でなくなった年月日及び理
由を記載し、当該乗務員証を 1年間保存す
ること。
3．（略）

1 �．事業用自動車の運転者等ごとに次の⑴～
⑽の事項を記載し、かつ、⑾に掲げる写真
を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を
作成し、これを当該運転者等の属する営業
所に備え置くこと。
⑴～⑹　略
⑺事故を引き起こした場合は、その概要

⑻�運転者に対しては、道路交通法第108条
の34の規定による通知を受けた場合は、
その概要
⑼
⑽
⑾
削除

2．（略）

56ページ
表 3段目
右欄

・運輸規則第37条
・⑼は、運輸規則第38条第 2項
・⑽は、一般乗用の運転者にあっては～
・ 2．は、一般乗用に限る

・運輸規則第37条
・⑽は、運輸規則第38条第 2項
・⑾は、一般乗用の運転者にあっては～
・ 2．は、一般乗用に限る

57ページ
表 1段目
右欄

・�3 ．は、一般乗合、一般貸切、特定旅客に
限る

・�4 ．は、一般乗合、一般貸切、特定旅客に
限る
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（誤） （正）

61ページ
表最下段
中欄

1 �．運転者等ごとに、次の⑴から⑻の事項を
記載し、かつ、⑼に掲げる写真をはり付け
た一定の様式の運転者等台帳を作成し、こ
れを当該運転者等の属する営業所に備え置
くこと。
⑴～⑸　略
⑹�事故を引き起こした場合及び道路交通法
第108条の34の規定による通知を受けた
場合は、その概要

（新設）

⑺
⑻
⑼
2 �．事業用自動車の運転者等が転任、退職そ
の他の理由により運転者等でなくなった場
合には、直ちに、乗務員等台帳に運転者等
でなくなった年月日及び理由を記載し、 3
年間保存すること。

運転者等ごとに、次の⑴から⑼の事項を記載
し、かつ、⑽に掲げる写真をはり付けた一定
の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該
運転者等の属する営業所に備え置くこと。

⑴～⑸　略
⑹事故を引き起こした場合は、その概要

⑺�道路交通法第108条の34の規定による通
知を受けた場合は、その概要
⑻
⑼
⑽
削除

61ページ
表最下段
右欄

・安全規則第 9条の 5、第34条
・⑻は、安全規則第10条第 2項

・安全規則第 9条の 5、第34条
・⑼は、安全規則第10条第 2項

84ページ
3行目

＊�運転者が所属する営業所以外の地での乗務
終了により対面点呼ができない場合は、運
転者に携行させたアルコール検知器又は自
動車に設置したアルコール検知器を用いて
確認し、その結果を報告させる。

＊�運転者が所属する営業所以外の地での業務
終了により対面点呼ができない場合は、運
転者に携行させたアルコール検知器又は自
動車に設置したアルコール検知器を用いて
確認し、その結果を報告させる。
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